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吹
奏
楽
団
「
雅
」
に
よ
る
、

イ
ギ
リ
ス
民
謡
や
「
あ
ま
ち
ゃ

ん
」
の
テ
ー
マ
、宇
宙
戦
艦
ヤ
マ

ト
な
ど
の
楽
し
い
音
楽
会
で
す
。

お
気
軽
に
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

日
時　

２
月
16
日
（
日
）
午
後

　

２
時
開
演/

４
時
終
演

定
員　

405
名
（
先
着
順
）

申
込
不
要
・
入
場
無
料

場
所
・
問
合
せ　

北
文
化
会
館

�

☎
493
‐
０
５
６
７

生
活
支
援
員
募
集
中
♪

　

高
齢
者
や
知
的
・
精
神
に
障

害
の
あ
る
方
な
ど
が
、
住
み
慣

れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
よ
う
支
援
す
る
、
生
活
支
援

員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
主
に
、

利
用
者
の
自
宅
な
ど
を
訪
問

し
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
援

助
や
日
常
的
な
金
銭
管
理
な
ど

の
支
援
を
行
い
ま
す
。

　

生
活
支
援
員
と
し
て
、
活
動

す
る
に
は
、
次
の
研
修
を
受
講

い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

興
味
の
あ
る
方
は
お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
生
活
支
援
員
養
成
研
修

日�

時　

２
月
25
日
（
火
）、
３
月

　

４
日
（
火
）、３
月
11
日
（
火
）

場
所�

ひ
と
・
ま
ち
交
流
館�

京
都

　

（
河
原
町
通
五
条
下
る
東
側
）

対�

象　

全
３
回
の
講
座
を
す
べ

て
受
講
で
き
る
３
月
31
日
時

点
で
30
歳
～
74
歳
の
方

※�

そ
の
他
の
要
件
に
つ
い
て

は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問�

合
せ　

北
区
社
会
福
祉
協
議

会�

☎
441
‐
１
９
０
０

※�

研
修
の
申
込
は
市
社
会
福
祉

協
議
会
（
☎
354
‐
８
７
３
１
）

ま
で
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•で
す

土
　
木

事
務
所

土
　
木

事
務
所

こ
ん
に
ち
は

土
　
木

事
務
所

北部

北区スポーツ推進委員会
副幹事長　藤本登志子氏

文部科学大臣表彰 受賞

　昨年11月、北区スポーツ推進委
員会副幹事長の藤本登志子氏が、
市民スポーツの振興と発展に寄与
された功績により、平成25年度ス
ポーツ推進委員功労者文部科学大
臣表彰を受賞されました。

大
地
震
の
備
え
を

　

京
都
で
も
、
い
つ
大
地
震
が

発
生
し
て
も
お
か
し
く
あ
り
ま

せ
ん
。
備
え
と
知
識
を
身
に
つ

け
ま
し
ょ
う
。

◆
家
具
を
固
定
す
る

　

建
物
が
無
事
で
も
、
家
具
が

倒
れ
る
と
、
下
敷
き
に
な
っ
て

ケ
ガ
を
し
た
り
、
屋
内
が
散
乱

状
態
と
な
り
、
避
難
が
遅
れ
て

し
ま
い
ま
す
。
タ
ン
ス
や
棚
は

Ｌ
型
金
具
な
ど
で
壁
の
桟
や
柱

に
固
定
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

扉
が
ガ
ラ
ス
の
場
合
は
ガ
ラ
ス

飛
散
防
止
フ
ィ
ル
ム
を
貼
っ
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

◆
避
難
ル
ー
ト
を
確
認
す
る

　

自
宅
か
ら
避
難
所
ま
で
の
経

路
を
事
前
に
歩
い
て
確
認
し
ま

し
ょ
う
。
災
害
時
に
は
通
行
で

き
な
い
場
所
も
あ
る
た
め
、
複

数
の
経
路
を
探
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

◆
家
族
で
話
し
合
う

　

家
族
と
の
連
絡
方
法
や
集
合

場
所
、
災
害
時
の
役
割
分
担
を

確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。　

　

被
災
地
で
は
、
連
絡
手
段
が

限
ら
れ
る
の
で
、
公
衆
電
話
な

ど
か
ら
利
用
で
き
る
Ｎ
Ｔ
Ｔ
の

「
災
害
伝
言
ダ
イ
ヤ
ル
171
」
や

携
帯
電
話
の
「
災
害
用
伝
言
板
」

の
活
用
方
法
を
知
っ
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

◆
非
常
持
出
品
を
準
備
す
る

　

貴
重
品
、
３
日
分
の
食
料
、

飲
料
水
、
常
備
薬
、
携
帯
ラ
ジ

オ
な
ど
を
そ
ろ
え
て
お
き
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
就
寝
時
に
地

震
が
起
こ
っ
た
時
の
た
め
に
、

枕
元
に
は
懐
中
電
灯
や
ス
リ
ッ

パ
な
ど
を
用
意
し
ま
し
ょ
う
。

問�

合
せ　

北
消
防
署
総
務
課

�

☎
491
‐
４
１
４
８

道
路
に
張
り
出
し
た
木
の
剪せ
ん

定
を
お
願
い
し
ま
す

　

生
け
垣
や
木
の
枝
が
道
路
に

張
り
出
す
と
、
車
両
や
歩
行
者

な
ど
と
の
接
触
事
故
、
さ
ら
に
、

道
路
標
識
や
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
な

ど
を
見
づ
ら
く
し
、
交
通
事
故

の
原
因
に
な
り
ま
す
。

　

当
該
樹
木

の
所
有
者
な

ど
は
責
任
を

問
わ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま

す
の
で
、
道

路
に
張
り
出
し
た
木
の
枝
な
ど

は
す
み
や
か
に
剪せ

ん

定
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

す
べ
て
の
方
が
安
全
で
気
持

ち
よ
く
道
路
を
使
っ
て
い
た
だ

け
る
よ
う
、
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

北
部
土
木
事
務
所

�

☎
492
‐
３
１
１
１

文
化
芸
術
活
性
化

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
事
業

吹
奏
楽
団
「
雅
」

み
や
び
の

す
い
そ
う
が
く

　市・府民税の申告は区役所・支所へ
　１月１日現在に市内在住で、25年中の所得金

額が市・府民税の基礎控除額、配偶者控除額、

扶養控除額の合計額を超える方は、市民税課へ

市・府民税の申告をしてください。

　ただし、次に該当する方については、通常、

申告は不要です。

①�25年分の所得税及び復興特別所得税（以下「所

得税等」という。）の確定申告をした方

②�25年中の所得が給与だけで、勤務先から給与

支払報告書が提出されている方

※�平成25年に申告された方には、１月中に申告

書の用紙を送付します。

　平成26年度　市・府民税の主な変更点
　市では、東日本大震災を踏まえ、学校や防災

活動拠点等の耐震化促進など、防災事業の財源

を確保するため、平成26年度から10年間、個人

市・府民税の均等割額をそれぞれ500円引き上げ

ます。ご理解とご協力をお願いします。

　個人市民税均等割額　3,000円　→　3,500円
　府民税均等割額　　　1,000円　→　1,500円
　「65歳以上の方に係る５割減額措置」の廃止に

係る経過措置（税額の１／４を減免して課税）

が終了し、本来の課税となります。

　所得税等の確定申告は税務署へ
　次に該当する方は、税務署で所得税等の確定

申告をしてください。

①�事業所得や不動産所得等から算出される所得

税等の税額がある方

②給与所得以外の所得金額が20万円を超える方

③給与収入が２千万円を超える方など

◦所得税等が戻る場合があります。
　給与所得者や公的年金等受給者で、次に該当

する方は、確定申告をすると、源泉徴収された

所得税等が還付されることがあります。

①�給与支払者や公的年金等支払者へ届け出をさ

れている以外に、社会保険料、生命保険料な

どの所得控除がある方

②�医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別

控除などの適用を受けられる方

◦�公的年金受給者は確定申告が不要な場合があ
ります。
　公的年金を受給されている方で、公的年金な

どの収入金額（２カ所以上ある場合は、その合

計額）が400万円以下で、かつ、公的年金等に係

る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、

所得税等の確定申告は不要です。

※�ただし、所得税等の還付を受けられる方は、

確定申告が必要です。また、所得税等の確定

申告が不要でも、住民税の申告が必要となる

場合があります。

　所得税の確定申告は、ｅ-Taxをご利用ください
　ｅ-Taxでは、自宅や事務所などからインター

ネットを利用して、申告・申請・届出などがで

きます。詳しくは、「ｅ-Taxホームページ（アド

レスhttp://www.e-tax.nta.go.jp）」をご覧くだ

さい。

◦簡易な申告書は区役所でも受け付けます。
　給与所得者の還付申告書や公的年金収入のみ

の簡易な確定申告書については、申告期間内に、

区役所の市民税課などでも受け付けます。

　問い合わせ
��市民税課　　☎432-1215
��上京税務署　☎441-9171

市・府民税、所得税及び復興
特別所得税の申告はお早めに
【申告期間】
２月17日（月）～３月17日（月）

（土・日は除く）

西陣織会館 広域申告センター

開設期間
開設時間

２月４日（火）～３月17日（月）（土・日・祝日は除く）
午前９時～午後５時
（混雑状況により、午後４時頃受付を終了する場合があります。）

２月23日（日）、３月２日（日）
（両日曜日に限り開設します。）

午前９時～午後５時

会場等

西陣織会館６階第３特別展示場（上京区堀川通今出川南入）
※�上記期間中は、上京税務署では申告相談を行っていません。
※�西陣織会館では納税はできません。お近くの金融機関などを

ご利用ください。

※�相談会場についてのお問い合わせは、上京税務署に電話して

いただき、自動音声案内に従い、電話機を操作してください。

池坊短期大学美心館
地階アッセンブリホール
（下京区四条室町鶏鉾町）

≪確定申告相談会場のご案内≫
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• タイトル：清冽

撮影地：雲ケ畑


